
証券コード　2695

平成30年１月12日

株 主 各 位
大 阪 府 堺 市 中 区 深 阪 １ 丁 ２ 番 ２ 号

代表取締役社長 田 中 邦 彦

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第22期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年１月29日（月曜日）
午後６時までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　　　時 　平成30年１月30日（火曜日）午前10時
２．場　　　所 　大阪府堺市堺区戎島町４丁45番地の１

　　　ホテル・アゴーラ リージェンシー堺　３階・利休の間
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第22期（平成28年11月１日から平成29年10月31日まで）
　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件
２．第22期（平成28年11月１日から平成29年10月31日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案
第２号議案

　取締役８名選任の件
　監査役１名選任の件

以　上

（お願い） ※　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。

※　株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載す
べき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（http://www.kura-corpo.co.jp/）に掲載させ
ていただきますのでご了承ください。

※　連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、
法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（http://www.kura-corpo.co.jp/）に掲載しており、本定時株
主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。
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　(提供書面)

事　 業　 報　 告

(平成28年11月１日から
平成29年10月31日まで)

１．企業集団の現況

（１）当連結会計年度の事業の状況

　① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（平成28年11月１日から平成29年10月31日まで）における

わが国経済は、世界経済の好調から企業収益が伸び、緩やかな景気回復基調

となりました。しかしながら雇用・所得環境の改善が賃金や物価の上昇につ

ながらず、消費に勢いのない実感の乏しい「低温景気」が続きました。

外食産業におきましては、競合他社の積極的な出店による影響や、労働需

給ひっ迫による人件費の上昇など、当社グループにとって引き続き厳しい環

境が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは『食の戦前回帰』を企業理念と

し、添加物を含まない、素材そのものの味わいを求め、「食」が安心・安全

だった戦前のバランスの取れた理想的で健康的な食生活を取り戻すという

理念のもと、創業以来全食材から『四大添加物（化学調味料・人工甘味料・

合成着色料・人工保存料）』を完全に排除した商品を開発・提供してまいり

ました。うどんや茶碗蒸しに使うだしはコストと手間をかけ、基本に忠実に

１日数回、各店舗で昆布やカツオなどから取っております。上品でくせの無

い、加工品では出すことのできない鮮度の高い天然のだしは、お子様にも安

心な、自然でやさしい味わいと、多くのお客様にご好評をいただいておりま

す。

当社グループの行動指針の一つであります「見えないところを大切に」を

積み重ね、従業員自身が店舗や商品に誇りを持ち、家族や友達を呼びたいと

思う店づくりに努め、誠実に商品提供させていただいております。

平成29年６月には株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるた

め、全取締役・従業員を対象に業績達成条件を付けた「有償ストックオプシ

ョン」を発行いたしました。「全員経営」という経営姿勢のもと、取締役・

従業員が一丸となって目標達成のため当事者として経営に参画し、株主の皆

様と価値を共有いたします。このことは、事業の成長と企業価値の向上が、

従業員自身の利益と成長につながることを認識させ、企業価値の持続的な成

長につながるものと考えております。
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また、平成29年９月には、大阪府から障がいのある生徒の受け入れや雇用

等、職業教育への貢献が顕著であるとして、大阪府障がい者雇用貢献企業

（大阪府ハートフル企業）として表彰されました。支援学校から毎年多数の

職場実習を受け入れるとともに、採用を継続しております。受賞理由とし

て、雇用方法に配慮しながら、各店舗で一緒に働く従業員の理解促進を図

り、障がいのある従業員が働きやすい職場環境を実現したとして評価されま

した。障がいのある従業員のやりがいはもちろん、他人の立場になって考え

る機会が増えることは、従業員自身の成長にもつながっていくものと考えて

おります。

商品開発におきましては「その価格で 高の味を実現する」との考えのも

と、年間3,000種類以上の試作品を作成し、専門店に負けないメニューの開

発に努めております。

平成29年８月には、身体にやさしい新感覚メニュー「糖質オフシリーズ」

を新発売いたしました。酢飯（シャリ）の代わりに酢漬けした大根にえびな

どのネタを加えた「シャリ野菜（税抜き100円）」は、従来の寿司に比べ糖

質を６～８割削減した商品です。大根のさわやかな甘み、ネタのうまみを同

時に楽しめる商品となっております。「サラダ感覚でおいしい」、「糖質を

制限されているので助かる」などお客様からの評判も良く、当初想定以上の

売上となっております。今後ラインナップを増やすなど、お客様のニーズを

反映し、展開してまいります。

販売促進面におきましては、人気寿司ネタの「ふぐ」、「かに」、「サー

モン」、「熟成まぐろ」の極上ネタをご提供するフェアを毎月実施いたしま

した。また、フェアに合わせて「妖怪ウォッチ」、「ワンピース」、「ドラ

ゴンボール」等とタイアップし、それぞれオリジナルグッズが当たるキャン

ペーンを実施し大好評をいただきました。

店舗開発につきましては、西日本地区で14店舗、東日本地区で８店舗の計

22店舗を新規出店し、移転のため１店舗閉店した結果、国内店舗数は406店

舗（無添蔵４店舗、くら天然魚市場１店舗を含む）となりました。

平成29年９月には東京池袋２店目となる「池袋サンシャイン60通り店」を

出店、今後は需要の強い都心部にも「都市型店舗」を展開してまいります。

米国子会社「Kula Sushi USA,Inc.」におきましては、当連結会計年度末

14店舗を運営しております。平成29年７月には米国３番目の州であるジョ

ージア州アトランタ市に進出、「ドラビル店」をオープンいたしました。平

成29年８月にはテキサス州南部に位置するヒューストン市にテキサス州４

店舗目となる「ウエストハイマー店」をオープンいたしました。
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台湾子会社「台灣國際藏壽司股份有限公司」におきましては、当連結会計

年度末９店舗を運営しております。平成29年７月には台北市の台北駅前に

グローバル旗艦店「台北館前店」をオープンいたしました。「台北館前店」

は台北駅から約150ｍの距離にあり、広さは900㎡以上、客席数は240席と日

米台のくら寿司店舗の中で 大規模の店舗となっています。今後のアジア

展開をにらみアジア旗艦店として情報発信してまいります。

いずれの海外店舗も現地メディアに取り上げられ、ＳＮＳの発信も多くみ

られるなど活況を呈しております。

これにより、当連結会計年度末の店舗数は、全て直営で429店舗（無添蔵

４店舗、くら天然魚市場１店舗、米国14店舗、台湾９店舗を含む）となりま

した。

当連結会計年度におきましても積極的な投資を継続いたしました。店舗

の改装を進め、設備更新など競争力強化のための投資を行いました。また、

お客様のご要望にお応えし、平成29年４月以降楽天カードを導入、クレジッ

トカードが使用可能になりました。

また、当社グループは当社グループを取り巻くさまざまな事業リスクに対

応するため、財務戦略を重視しております。前連結会計年度に引き続き実質

無借金（現預金の額が有利子負債を上回ること）にて運営しており、自己資

本比率は当連結会計年度末65.7％と、財務の健全性を維持しております。良

好な財務内容を背景に、原材料の安定調達を担保すると同時に、快適な飲食

環境を提供するため、国内外におきまして戦略的な投資を実行してまいりま

す。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,227億66百万円（前連結会計年

度比8.0％増）、経常利益72億85百万円（同7.0％増）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は48億84百万円（同10.3％増）となりました。

なお、当社グループは飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント

別の記載を省略しております。

　② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は73億64百万円（差入保証金、建設協力金

を含む）となりました。そのうち主なものは、新規出店に伴う造作設備等に

54億40百万円及び既存店舗の造作設備等に14億84百万円であります。
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　③ 資金調達の状況

取引銀行１行と貸出コミットメント契約（総額15億円）を締結しておりま

す。本契約における当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

また、リスク管理の一環として、大規模な天災等の不測の事態に備え、流

動性を確保するためのバックアップラインとして総額20億円の長期コミッ

トメントライン契約を取引銀行２行との間で締結しております。本契約に

おける当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

（２）直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区　　分
第 19 期

（平成25年度）
第 20 期

（平成26年度）
第 21 期

（平成27年度）
第 22 期

（当連結会計年度）

売 上 高(千円） 96,938,352 105,306,952 113,626,354 122,766,464

経 常 利 益(千円） 5,175,391 6,412,346 6,808,521 7,285,418

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円） 3,040,764 4,149,426 4,430,318 4,884,489

１株当たり当期純利益 (円） 146.99 210.17 224.40 247.40

総 資 産(千円） 38,139,711 42,057,517 46,526,743 52,745,387

純 資 産(千円） 22,293,426 26,322,827 30,207,434 34,724,998

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区　　分
第 19 期

（平成25年度）
第 20 期

（平成26年度）
第 21 期

（平成27年度）
第 22 期

（当事業年度）

売 上 高(千円） 95,635,750 103,572,668 110,949,574 115,954,808

経 常 利 益(千円） 5,135,158 6,358,075 6,802,325 7,010,021

当 期 純 利 益(千円） 2,994,872 4,092,100 4,389,123 4,599,797

１株当たり当期純利益 (円） 144.77 207.27 222.31 232.98

総 資 産(千円） 38,185,353 41,861,130 46,112,739 50,875,949

純 資 産(千円） 22,424,859 26,280,042 30,274,305 34,568,770

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
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（３）重要な親会社及び子会社の状況

　① 親会社の状況

　　該当事項はありません。

　② 子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 事業の内容

Kula Sushi USA,Inc. US ＄　5,000,000 100％
米国における回転す
し店舗の展開

台灣國際藏壽司股份有限公司 NT ＄　315,000,000 100％
台湾における回転す
し店舗の展開

（注）台灣國際藏壽司股份有限公司は、当連結会計年度より連結子会社としております。

（４）対処すべき課題

今後の外食産業は、外食企業間の競争に加え、コストパフォーマンスに優れ

た中食・内食志向がより強まることが予想されます。当社グループは、独自の

寿司キャップ「鮮度くん」や、出来立ての商品をすばやく提供できる「オーダ

ーレーン」、時間管理システムによる商品の鮮度管理に加え、全ての食材から

化学調味料等の『四大添加物』の除去等、安全で高品質な商品の提供を徹底す

ることにより、競合との一層の差別化を進めてまいります。見たり、触れたり

することができず、実感することの難しい「安心・安全」を、いかにお客様に

ご理解いただくか、今後も引き続き、企業コンセプトである“安心・おいし

い・安価”そして“楽しい”食事の提供に徹していくことで、より多くのお客

様の信頼を得られるよう取り組んでまいります。

　① 効率的な店舗運営

“安心・おいしい・安価”そして“楽しい”食事を提供し続けるため、コ

ストパフォーマンスの向上に取り組み、さらにＩＴ化を推進するととも

に、アミューズメント機能を充実させ、顧客満足度を高めてまいります。ま

すます多様化するお客様のニーズを敏感に捉えた商品・サービスの提供を迅

速かつ確実にする体制を整えてまいります。
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　② 出店戦略

「無添（むてん）くら寿司」ブランドを広く認知していただけるよう出店

地域の拡大を図りつつ、不採算店を出さないために出店条件の厳格化及び一

層のコスト削減に取り組みます。

なお、次期の国内出店は20店舗を予定しております。

　③ 顧客満足度の向上

店舗設備の更新による店内環境の改善、サービスの改善による顧客満足度

の向上を図ることにより、来店客数の増加、既存店売上高の維持・向上に努

めてまいります。

　④ 人材の確保・育成

競争が激化する外食産業におきましては人材の確保・育成が重要な課題と

認識しております。お客様にご満足いただくためには、安全で高品質な商品

をご提供するとともに、従業員の接客力向上が大切であると考えておりま

す。“教育日本一企業”を目指して「貝塚事務所」においては、社長が講師

を務める“社長塾”をはじめ、パート・アルバイト従業員を対象にした研修

会を実施しております。海外展開に対応したカリキュラムも充実させ、台湾

子会社の社員研修を貝塚事務所で行うなど、グローバルな人材育成にも注力

してまいります。

　⑤ 商品戦略

日本固有の食文化である寿司をベースに食の可能性を追求し、高付加価値

商品の開発と既存商品の価値拡大に努め、商品競争力を向上させることによ

って、成熟市場の中でシェアの拡大及び収益の向上を図ってまいります。

　⑥ 海外戦略

当社グループは現在、米国及び台湾において子会社を設立し、それぞれ店

舗展開しております。「海外での出店を促進し、日本の食文化を世界に広げ

る」との考えのもと、新たな成長のため、日本で築き上げたフォーマットを

海外に移植し、海外展開を積極的に行ってまいります。

今後も、上記課題を克服し、高付加価値を生み出す企業体質を構築していく

ことで、全てのステークホルダーの皆様のご期待に応えてまいります。
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（５）主要な事業内容（平成29年10月31日現在）

当社グループは、回転すしを直営でチェーン展開しております。

（６）主要な営業所及び工場（平成29年10月31日現在）

　① 当社の主要な営業所及び工場

本　社　　　　大阪府堺市中区深阪１丁２番２号
事業所　　　　大阪狭山事務所《西日本本部》（大阪府大阪狭山市）

埼玉事務所《東日本本部》（埼玉県日高市）
中野事務所《東日本採用部門》（東京都中野区）
梅田事務所《西日本採用部門》（大阪市北区）
大阪狭山研修センター（大阪府大阪狭山市）
貝塚事務所（大阪府貝塚市）

工　場　　　　大阪センター（大阪府堺市中区）
埼玉センター（埼玉県日高市）
福岡センター（福岡県糟屋郡）
貝塚センター（大阪府貝塚市）

　② 子会社の主要な営業所

Kula Sushi USA,Inc.　　　　 　本社：アメリカ合衆国

台灣國際藏壽司股份有限公司　　本社：台湾

　③ 当社グループの店舗
大阪府 59店 東京都 30店 宮城県 4店 徳島県 2店
兵庫県 30店 神奈川県 33店 岩手県 2店 福岡県 16店
京都府 18店 埼玉県 24店 青森県 3店 佐賀県 3店
奈良県 10店 千葉県 17店 新潟県 3店 熊本県 5店
滋賀県 8店 群馬県 4店 山形県 3店 鹿児島県 4店
和歌山県 7店 茨城県 7店 秋田県 2店 大分県 3店
三重県 7店 栃木県 2店 石川県 4店 長崎県 2店
岡山県 4店 山梨県 3店 富山県 4店 宮崎県 2店
島根県 2店 長野県 4店 福井県 3店 沖縄県 5店
鳥取県
広島県
山口県

3店
7店
4店

愛知県
岐阜県
静岡県

28店
7店
8店

愛媛県
香川県
高知県

5店
3店
2店

国内　計 406店
アメリカ合衆国 14店
台湾  9店 海外　計

合計　計
23店
429店

－ 8 －



（７）従業員の状況（平成29年10月31日現在）

　① 企業集団の従業員の状況

従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

1,537名 315名増

（注）従業員数の中には、パートタイマー・アルバイトは含まれておりません。

なお、パートタイマー・アルバイトの期中平均雇用人員は、12,535名（１人１日８時間

換算）であります。

　② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,225名 55名増 30.1歳 5.9年

（注）従業員数の中には、パートタイマー・アルバイトは含まれておりません。

　　　なお、パートタイマー・アルバイトの期中平均雇用人員は、11,891名（１人１日８時間

換算）であります。

（８）主要な借入先の状況（平成29年10月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 117百万円
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２．会社の現況

（１）株式の状況（平成29年10月31日現在）

　① 発行可能株式総数　　　　80,000,000株

　② 発行済株式の総数　　　　20,699,800株

　③ 株主数　　　　　　　　　  　19,229名

　④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ｳ ｫ ﾙ ﾅ ｯ ﾄ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 5,249,400 株 26.58 ％

田 中 　 信 2,311,600 株 11.70 ％

田 　 　 中 　 　 邦 　 　 彦 1,180,000 株 5.97 ％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社
（信託口）

779,300 株 3.94 ％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社
（信託口）

620,800 株 3.14 ％

田 　 　 中 　 　 節 　 　 子 590,000 株 2.98 ％

くらコーポレーション従業員持株会 368,700 株 1.86 ％

NORTHRN TRUST CO.（AVFC）RE HCR00 237,500 株 1.20 ％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社
（信託口５）

218,400 株 1.10 ％

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口）

202,500 株 1.02 ％

（注）１．当社は、自己株式を956,720株保有しておりますが、上記大株主から

は除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（２）新株予約権等の状況

　① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況

　　 該当事項はありません。

　② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

　　 該当事項はありません。
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　③ その他新株予約権等の状況

　　 平成29年５月18日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の数 8,436個

新株予約権の目的となる株式の

新種類と数

普通株式　　　   843,600株

（新株予約権１個につき　100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり　11,000円

新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額

新株予約権１個当たり　468,500円

（１株当たり　4,685円）

新株予約権の権利行使期間
平成32年２月１日から

平成34年６月19日まで

新株予約権の行使の条件 （注）

割 当 先

取 締 役

新株予約権の数　　　　　　 1,700個

目的となる株式数　       170,000株

保有者数　　　　　　　　　　  ６名

従 業 員

新株予約権の数　　　　     6,736個

目的となる株式数 　      673,600株

保有者数　　　 　　　　　    842名

（注）新株予約権の行使の条件

　① 新株予約権者は、平成30年10月期及び平成31年10月期の有価証券報告書に記

載される連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算

書）における経常利益が次の各号に定めるすべての条件を達成している場合

にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の

適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別

途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

（a）平成30年10月期の経常利益が73億円を超過していること

（b）平成31年10月期の経常利益が76億円を超過していること

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係

会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は

この限りではない。
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③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発

行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行

うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（３）会社役員の状況

　① 取締役及び監査役の状況（平成29年10月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 田 中 邦 彦

取 締 役 副 社 長 田 中 　 信

業 務 本 部 長
兼 人 事 本 部 長
兼 経 営 戦 略 本 部 長

株式会社ウォルナットコーポレーション
代 表 取 締 役

常 務 取 締 役 久 宗 裕 行 製 造 本 部 長

取 締 役 伊 藤 敬 人
店 舗 建 設 本 部 長
兼 購 買 本 部 長

取 締 役 亀 井 　 学 海 外 事 業 本 部 長

取 締 役 田 中 節 子 環 境 事 業 本 部 長

取 締 役 津 田 京 一 経 理 本 部 長

取 締 役 馬 塲 邦 行 店 舗 開 発 本 部 長

常 勤 監 査 役 山 本 　 保

監 査 役 大田口　　　宏 弁 護 士 ・ 大 雪 法 律 事 務 所 所 長
株 式 会 社 Ｒ Ｖ Ｈ 　 社 外 監 査 役

（注）１．取締役木啓之氏は平成29年２月28日をもって退任いたしました。

　　　２．監査役大田口　宏氏は、社外監査役であります。

　　　３．監査役大田口　宏氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通しております。

　　　４．社外監査役古川康正氏が平成29年10月27日に逝去したことに伴い、監査役の法定員数

３名を欠く事となりましたので、会社法の規定に基づき、大阪地方裁判所堺支部に仮

監査役の選任の申請を行い、平成29年11月22日付で同裁判所同支部より北川洋士氏が

社外仮監査役として選任され就任しております。

　　　５．当社は社外仮監査役北川洋士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。
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　② 責任限定契約の内容の概要

当社と各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、２名の監査役いずれも法令が
定める額としております。

また、平成29年10月27日に逝去により退任いたしました古川康正氏との間
に同様の契約を締結しておりました。

　③ 取締役及び監査役の報酬等

　　　　　　取締役に対する報酬　　　９名　　　　　 108,047千円

　　　　　　監査役に対する報酬　　　３名　　　　　　10,320千円

　　　　　　（うち社外監査役）　  （２名）　　　　 （4,800千円）

 　(注）１．上記には、平成29年２月28日をもって退任した取締役１名及び平成29年10月27日を

もって退任した社外監査役１名を含んでおります。

２．上記の中に、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成22年１月28日開催の第14期定時株主総会において年額

240,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成22年１月28日開催の第14期定時株主総会において年額

36,000千円以内と決議いただいております。

　④ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・監査役大田口　宏氏は、大雪法律事務所所長であり、株式会社ＲＶＨの社

外監査役であります。大雪法律事務所は、当社と法律顧問契約を締結して
おります。また、株式会社ＲＶＨとは、特別な関係はありません。

・平成29年10月27日に逝去により退任いたしました監査役古川康正氏は、古
川康正公認会計士・税理士事務所所長でありました。当社と兼職先との間
には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
・監査役　大田口　宏氏

当事業年度に開催された12回の取締役会と５回の監査役会に出席いたし
ました。別に書面決議が４回あります。

ほぼ毎回の取締役会において、主として弁護士としての専門的見地から
意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性･適正性を確保するための
発言を積極的に行っております。また、監査役会において、当社の内部統
制システム並びにコンプライアンスについて適宜、必要な発言を行ってお
ります。
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・監査役　古川康正氏
当事業年度において、平成29年10月27日に逝去により退任するまでに開

催された13回の取締役会と５回の監査役会に出席いたしました。別に書面
決議が４回あります。

ほぼ毎回の取締役会において、主として公認会計士としての専門的見地
から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性･適正性を確保するた
めの発言を積極的に行っておりました。また、監査役会において、当社の
経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っておりまし
た。

ハ．社外取締役を置くことが相当でない理由

当社はこれまで、当社事業である回転寿司チェーンの成長を牽引し、現

場に精通した社内出身者である取締役を中心に、当社事業の特性を踏まえ

た創造的かつ実質的な議論を取締役会で行ってまいりました。また、社外

監査役におきましては取締役会に対し、積極的かつ適切に監督、牽制する

体制が採られております。このため、社外取締役の選任は行ってきておら

ず、当事業年度末におきまして社外取締役を置いておりません。

当社は回転寿司チェーンを国内外で展開しており、『食の戦前回帰』と

いう企業理念、目的を達成するために、独自のシステムやノウハウを蓄

積、更新し、規模を拡大してまいりました。当社といたしましては、専門

性と実務能力を有する取締役の迅速な意思決定が、企業の成長と株主から

移譲された責任を果たせる有効な手段と考えております。

社外取締役を選任する場合、当社経営からの独立性を有しつつ、当社の

成長と発展のために当事者意識と危機感を共有し、業界及び現場に精通

し、 大限の企業価値の向上に資する人材であることが、 低限の要件で

あると考えております。

現時点では、これらの要件を満たす適任者が見当たらず、社外取締役を

置いておりませんが、今後とも当社を取り巻く社会環境や法制度の動向、

市場環境の変化等の状況を勘案しつつ、引き続き検討を重ねてまいります。
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（４）会計監査人の状況

　① 名称　　　有限責任監査法人トーマツ

　② 報酬等の額

支 　 払 　 額

当事業年度に係る報酬等の額 24,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ
の他の財産上の利益の合計額

24,000千円

 (注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入
手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行
状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらにつ
いて適切であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しておりま
す。

　④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目
に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を
解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招
集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告
いたします。
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（５）会社業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

 Ⅰ．業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
① 当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催いたします。
・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべ
き事項を具体的に定め、取締役会で決定いたします。

・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視い
たします。

・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部門に
おける業務執行が法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企
業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図ります。また、子会社につい
ても、子会社担当部門を通じて、企業倫理及びコンプライアンスの徹底を
図ります。

・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹
底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図
るとともにコンプライアンス体制を確立いたします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、

その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理いたします。
・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検

索・閲覧できるようにいたします。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理に係る規程を制定し、取締役、常勤監査役を含めた各部門長で

構成する「リスク管理委員会」を年４回の定期開催のほか適時開催し、徹
底したリスクの洗い出しを行います。

・子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に
報告いたします。

・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を
定期的に、監査役会及び取締役会に報告いたします。

・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、迅速か
つ組織的な対応を行い、損害を 小限に抑える体制を整えてまいります。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
・経営に関する重要事項については、「出店会議」、「戦略会議」を毎月定
期的に開催し、取締役会付議事項を事前審議いたします。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規
程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決
定を行う体制といたします。
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・子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の
関連部署が分析及び管理するとともに、定期的に取締役会に報告いたしま
す。

⑤ 当社グループの業務の適正を確保するための体制
・子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と

発展をもたらすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制す
る体制といたします。また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門か
ら定期的に報告を受ける体制といたします。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項
・監査役がその必要を求めた場合には、これを置くことといたします。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に関する事項
・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役の直属の指揮命令下に配
置し、人事処遇等については、取締役会と監査役会が事前に協議の上、決
定いたします。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告
に関する事項
・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より重要事項の報告を受け、関
係書類の配布並びに詳細な説明を受ける体制にいたします。

・当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事
項について監査役に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定
款違反及び不正行為の事実、または当社グループに損害を及ぼす事実を知
った時は、遅滞なく報告いたします。

・監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループ
の取締役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループ
の取締役及び各関係部門に周知徹底いたします。

・監査役が監査に要した費用または債務を弁済するため、あらかじめ予算化
するとともに、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求
したときは、速やかに処理いたします。

・監査役は、内部監査室より内部監査状況について報告を受ける体制といた
します。

⑨ その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制
・監査役は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携

を図ります。
・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行います。
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⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全

体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関
係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えてまいります。
また、不当要求が発生した場合は総務部に情報を一元化し対応する体制と
いたします。

 Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、取締役会が定めた「内部統制システムの基本方針」に基づき、業務

の適正を確保するための体制を運用いたしました。
当事業年度における主な運用状況といたしましては、次のとおりでありま

す。
情報統制の強化及びコンプライアンス意識の向上を目的とした、インサイダ

ー取引規制に係る社内教育プログラムを全店の店長を対象とした店長会議及
び社内会議等において、複数回実施いたしました。

また、常勤監査役及び取締役、各部門長により構成される「リスク管理委員
会」を２回開催し、危機管理マニュアルに基づいた対応等を協議いたしまし
た。

内部監査室におきましては、年間のべ254店舗及び各部門に対して、業務執
行の適正性や法令等の適合状況についての内部監査を行いました。

当該内部監査により検出されたリスク等につきましては、随時是正を行うと
ともに、監査役及び取締役に報告いたしました。

なお、当該検出されたリスク等に、当社グループの業務の適正性に重要な影
響を与えるリスク等はありませんでした。

（６）会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

（７）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付

け、将来においても安定した利益配当を継続することを基本としなが

ら、今後の積極的な事業展開を勘案して経営資源を投入することによ

り、持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいり

ます。

当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年12月15日開催の取締

役会において、１株につき30円とすることを決議させていただきます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年10月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

[15,671,862]

12,840,437

796,389

722,181

118,928

1,193,926

[37,073,525]

(27,160,217)

18,060,037

1,135,545

3,110,678

4,182,095

671,860

(355,261)

202,252

153,008

(9,558,046)

3,752,420

628,399

4,352,538

824,688

流 動 負 債 [12,876,901]

買 掛 金 4,536,461

短 期 借 入 金 117,344

リ ー ス 債 務 1,431,389

未 払 金 4,308,638

未 払 法 人 税 等 1,261,678

そ の 他 1,221,389

固 定 負 債 [5,143,486]

リ ー ス 債 務 2,998,397

資 産 除 去 債 務 1,608,083

そ の 他 537,006

負 債 合 計 18,020,388

純  資  産  の  部

科 目 金 額

株 主 資 本 [34,529,918]

資 本 金 (2,005,329)

資 本 剰 余 金 (2,334,384)

利 益 剰 余 金 (32,543,626)

自 己 株 式 (△2,353,421)

その他の包括利益累計額 [105,551]

為替換算調整勘定 105,551

新 株 予 約 権 [89,529]

純 資 産 合 計 34,724,998

資 産 合 計 52,745,387 負 債 及 び 純 資 産 合 計 52,745,387

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年11月１日から
平成29年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 122,766,464

売 上 原 価 56,163,668

売 上 総 利 益 66,602,795

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 60,260,838

営 業 利 益 6,341,956

営 業 外 収 益

受 取 利 息 60,938

為 替 差 益 466,496

受 取 手 数 料 371,577

物 販 収 入 128,381

そ の 他 51,911 1,079,305

営 業 外 費 用

支 払 利 息 53,610

物 販 原 価 66,593

そ の 他 15,640 135,843

経 常 利 益 7,285,418

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 75,024

減 損 損 失 329,990 405,014

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,880,403

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,103,439

法 人 税 等 調 整 額 △107,525 1,995,913

当 期 純 利 益 4,884,489

親会社株主に帰属する当期純利益 4,884,489

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年11月１日から
平成29年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

2,005,329 2,334,384 28,181,058 △2,353,421 30,167,351

当 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △394,861 △394,861

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,884,489 4,884,489

連 結 範 囲 の 変 動 △127,060 △127,060

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

当 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 合 計

－ － 4,362,567 － 4,362,567

当 連 結 会 計 年 度
期 末 残 高

2,005,329 2,334,384 32,543,626 △2,353,421 34,529,918

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計為 替 換 算

調 整 勘 定
その他の包括
利益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

40,083 40,083 － 30,207,434

当 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △394,861

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

4,884,489

連 結 範 囲 の 変 動 △127,060

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額(純額)

65,467 65,467 89,529 154,996

当 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 合 計

65,467 65,467 89,529 4,517,564

当 連 結 会 計 年 度
期 末 残 高

105,551 105,551 89,529 34,724,998

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成29年10月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

[14,446,157]

11,952,341

737,207

668,756

810,652

118,928

158,270

[36,429,791]

(24,079,630)

15,137,565

1,011,708

704,365

142,388

3,110,678

3,783,847

189,076

(340,129)

116,793

8,271

202,252

12,811

(12,010,031)

2,660,754

3,752,420

822,785

523,663

4,248,505

1,902

流 動 負 債 [11,765,438]

買 掛 金 4,276,372

リ ー ス 債 務 1,357,869

未 払 金 3,837,784

未 払 法 人 税 等 1,251,974

未 払 消 費 税 等 710,498

預 り 金 72,666

前 受 収 益 134,587

設 備 関 係 未 払 金 74,478

そ の 他 49,205

固 定 負 債 [4,541,740]

リ ー ス 債 務 2,680,581

資 産 除 去 債 務 1,544,839

そ の 他 316,320

負 債 合 計 16,307,179

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 [34,479,241]

資 本 金 (2,005,329)

資 本 剰 余 金 (2,334,384)

資 本 準 備 金 2,334,384

利 益 剰 余 金 (32,492,948)

利 益 準 備 金 83,675

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 5,159

別 途 積 立 金 27,640,000

繰 越 利 益 剰 余 金 4,764,114

自 己 株 式 (△2,353,421)

新 株 予 約 権 [89,529]

純 資 産 合 計 34,568,770

資 産 合 計 50,875,949 負債及び純資産合計 50,875,949

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年11月１日から
平成29年10月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 115,954,808

売 上 原 価 53,652,338

売 上 総 利 益 62,302,470

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 56,234,291

営 業 利 益 6,068,179

営 業 外 収 益

受 取 利 息 59,814

為 替 差 益 455,629

受 取 手 数 料 371,577

物 販 収 入 128,381

雑 収 入 49,933 1,065,337

営 業 外 費 用

支 払 利 息 44,740

物 販 原 価 66,593

雑 損 失 12,160 123,494

経 常 利 益 7,010,021

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 74,333

減 損 損 失 329,990 404,324

税 引 前 当 期 純 利 益 6,605,697

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,093,000

法 人 税 等 調 整 額 △87,099 2,005,900

当 期 純 利 益 4,599,797

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年11月１日から
平成29年10月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 2,005,329 2,334,384 2,334,384 83,675 5,988 23,640,000 4,558,348 28,288,012

当 事 業 年 度 中 の
変 動 額

固定資産圧縮積立金
の 取 崩

△829 829 -
別 途 積 立 金
の 積 立

4,000,000 △4,000,000 -
剰 余 金 の 配 当 △394,861 △394,861

当 期 純 利 益 4,599,797 4,599,797

株主資本以外の項目の当事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

当 事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 - - - - △829 4,000,000 205,765 4,204,936

当事業年度期末残高 2,005,329 2,334,384 2,334,384 83,675 5,159 27,640,000 4,764,114 32,492,948

株 主 資 本

新株予約権
純 資 産
合 計

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当事業年度期首残高 △2,353,421 30,274,305 － 30,274,305

当 事 業 年 度 中 の
変 動 額

固定資産圧縮積立金
の 取 崩 - -
別 途 積 立 金
の 積 立 - -
剰 余 金 の 配 当 △394,861 △394,861

当 期 純 利 益 4,599,797 4,599,797

株主資本以外の項目の当事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

89,529 89,529

当 事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計

－ 4,204,936 89,529 4,294,465

当事業年度期末残高 △2,353,421 34,479,241 89,529 34,568,770

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －



連結計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年12月６日

株式会社くらコーポレーション

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 村 　 幸 彦 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 東 　 昌 一 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社くらコーポレーションの平
成28年11月１日から平成29年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社くらコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　　上
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計算書類に係る会計監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年12月６日

株式会社くらコーポレーション

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 村 　 幸 彦 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊 東 　 昌 一 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社くらコーポレーショ
ンの平成28年11月１日から平成29年10月31日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年11月１日から平成29年10月31日までの第22期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報
告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条
第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、必要に応じて子会社を管理統括する取締役から事業の報告を受けまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い
たしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検
討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年12月11日

株 式 会 社 く ら コ ー ポ レ ー シ ョ ン  監 査 役 会

監 査 役 ( 常 勤 ) 山 本 　 保 
社 外 監 査 役 大 田 口 　 　 　 宏 
社外仮監査役 北 川 洋 士 

以　上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役８名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当　　社
株式の数

１
た

田
なか

中
くに

邦
ひこ

彦

(昭和26年１月27日生)

平成７年 11月  当社設立

               当社代表取締役社長

               （現任）

1,180,000株

２

た

田
なか

中
 

　
まこと

信

(昭和50年３月26日生)

平成10年 ４月　当社入社

平成11年 ５月　当社藤井寺店店長

平成13年 ５月　当社北津守店店長

平成16年 ５月　当社泉北店店長

平成20年 11月　株式会社ｳｫﾙﾅｯﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　　　

代表取締役（現任）

平成24年 12月　当社西日本業務本部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成25年 ９月　当社西日本業務本部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼

　　　　　　　 人事本部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成26年 １月　当社取締役西日本業務本部長兼　

人事本部長

平成26年 11月　当社取締役副社長　　　　　　　

西日本業務本部長兼　　　　　　

人事本部長兼　　　　　　　　　

経営戦略本部長

平成27年 ５月　当社取締役副社長業務本部長兼

　　　　　　　 人事本部長兼経営戦略本部長

　　　　　　 （現任）

（重要な兼職の状況）

株 式 会 社 ｳ ｫ ﾙ ﾅ ｯ ﾄ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 代 表 取 締 役

2,311,600株

－ 28 －



候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当　　社
株式の数

３

ひさ

久
むね

宗
ひろ

裕
ゆき

行

(昭和46年２月15日生)

平成７年 11月  当社入社

　　　　　　 　当社高石店店長

平成19年 １月　当社取締役関東担当ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成20年 11月  当社取締役東日本業務本部長

平成21年 10月　当社取締役退任

　　　　　　　 当社内部監査室ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成22年 ５月　当社製造部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成24年 １月　当社取締役製造本部長兼

経理本部長

平成26年 11月　当社常務取締役製造本部長兼　　

経理本部長

平成27年 １月　当社常務取締役製造本部長

　　　　　　 （現任）

9,400株

４

い

伊
とう

藤
のり

敬
ひと

人

(昭和46年９月11日生)

平成７年 11月  当社入社

平成10年 ４月　当社平野店店長

平成21年 11月  当社東日本業務部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成22年 11月　当社東日本業務本部長

平成23年 １月　当社取締役東日本業務本部長

平成27年 ５月　当社取締役店舗建設本部長

平成29年 ３月　当社取締役店舗建設本部長兼

購買本部長

　　　　　　 （現任）

14,400株

５

かめ

亀
い

井
 

　
まなぶ

学

(昭和50年２月14日生)

平成９年 ３月　当社入社

平成11年 ４月　当社角田店店長

平成23年 ６月  当社業務本部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成24年 １月　当社取締役西日本業務本部長

平成24年 ７月　当社取締役西日本業務本部長兼

　　　　　　　 海外事業本部長

平成24年 12月　当社取締役海外事業本部長

　　　　　　　（現任）

14,800株

６

た

田
なか

中
せつ

節
こ

子

(昭和24年３月31日生)

平成７年 11月　当社入社

　　　　　　　 当社取締役営業企画室長

平成13年 ９月　当社取締役社長室長兼

環境対策室長

平成15年 10月　当社取締役環境事業部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成20年 11月　当社取締役環境事業本部長(現任)

590,000株

－ 29 －



候補者
番　号

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当　　社
株式の数

７

つ

津
だ

田
きょう

京
いち

一

(昭和37年11月３日生)

昭和61年 ４月　ｴｽｹｰ化研株式会社入社

平成11年 10月　天藤製薬株式会社入社

平成16年 12月　第一精工株式会社入社

平成19年 11月　当社入社

平成21年 １月　当社経理部ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成27年 １月　当社取締役経理本部長（現任）

200株

８

ば

馬
ば

塲
くに

邦
ゆき

行

(昭和49年８月15日生)

平成10年 ４月　大和工商ﾘｰｽ株式会社

　　　　　　 （現　大和ﾘｰｽ株式会社）入社

平成22年 １月　当社入社

　　　　　　　 当社店舗開発部開発担当

平成25年 ６月　当社店舗開発部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

平成26年 １月　当社取締役店舗開発本部長

　　　　　　 （現任）

500株

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．所有する当社株式の数は、平成29年10月31日現在であります。

３．会社法施行規則第74条の２に規定する社外取締役を置くことが相当

でない理由につきましては、本招集ご通知14頁の事業報告「（３）会

社役員の状況　④ 社外役員に関する事項　ハ．」に記載しておりま

す。

－ 30 －



第２号議案　監査役１名選任の件
平成29年10月27日に社外監査役である古川康正氏が逝去され、監査役の法定員

数を欠くこととなり、大阪地方裁判所堺支部に仮監査役選任の申立てを行いまし
た。平成29年11月22日付で同裁判所同支部より、仮監査役として北川洋士氏を選
任した旨の決定通知を受領したため、同氏は当社仮監査役に就任いたしました。
つきましては、あらためて監査役として同氏の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者北川洋士氏は、監査役古川康正氏の補欠として選任をお願
いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　名
(生年月日)

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当　　社
株式の数

きた

北
がわ

川
よう

洋
じ

士

(昭和51年７月21日生)

平成13年10月　監査法人トーマツ　大阪事務所　入所

（現　有限責任監査法人トーマツ）

平成18年５月　公認会計士　登録

平成26年10月　北川洋士会計事務所　開業

　所長（現任）

平成29年11月　当社仮監査役（現任）

－株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　２．北川洋士氏は社外監査役候補者であります。
　　　３．北川洋士氏を社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。
　　　　　北川洋士氏は、公認会計士の資格を有しており、高度な専門知識を活

かしたアドバイスをいただけるものと考えております。
　　　　　なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認

会計士としての豊富な経験から、社外監査役として、その職務を適切
に遂行いただけるものと判断しております。

　　　４．北川洋士氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての
在任期間は、本総会終結の時をもって２か月となります。

　　　５．北川洋士氏は、現在当社の社外監査役でありますが、東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　　　　　本議案が承認された場合、当社は引続き同氏を独立役員として指定し、
届け出る予定であります。

　　　６．北川洋士氏は当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　　　　　なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項
に規定する 低責任限度額としております。本議案が承認された場合、
当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。

以上

－ 31 －



株主総会会場ご案内図

会　場　　　大阪府堺市堺区戎島町４丁45番地の１

 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 ３階・利休の間

電話　072－224－1121

交　通　　　南海本線「堺駅」西出口　徒歩３分

　●アクセス方法

　新大阪駅　─────▶　なんば駅　─────▶　堺駅

　　　　　　（地下鉄御堂筋線）　　　　　 （南海本線）


